
　

啓
発
活
動
で
は
、
小
学
校
へ
出

向
き
、
人
権
紙
芝
居
を
使
っ
て
子

ど
も
た
ち
に
思
い
や
り
の
大
切
さ

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
学
校
・
高
校
で
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
い
じ
め
防
止

の
た
め
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
を
活
用
し

て
分
か
り

や
す
く
解

説
し
て
い

ま
す
。
企

業
で
は
、

セ
ク
ハ
ラ

や
パ
ワ
ハ

ラ
に
関
す

る
研
修
も

行
っ
て
い

ま
す
。

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
５
１
２

23‐３
５
４
５

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
・
豊

橋
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

▪
お
気
軽
に
ご
相
談
を

　

市
内
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
10
名
の
人
権
擁
護
委
員

が
い
ま
す
。
い
じ
め
や
虐
待
な
ど

の
困
り
事
、
何
で
も
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

相
談
専
用
電
話　

＊
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３‐
１
１
０

＊
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

（
０
１
２
０
）０
０
７‐
１
１
０

＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

▪
人
権
擁
護
委
員
の
活
動

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
人
権
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
に
啓
発
活
動
を
行
っ

た
り
、
法
務
局
や
田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
で
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
相
談
を
受

け
た
り
し
て
い
ま
す
。

青
少
年
の
非
行・被
害
防
止

に
取
り
組
む
冬
の
運
動

12
月
20
日
日
～

令
和
３
年
１
月
10
日
日

非
行
の
芽　
は
や
め
に
つ
も
う　

み
な
我
が
子

　
イ
ベ
ン
ト
の
多
い
年
末
年
始
を

迎
え
、
開
放
感
か
ら
青
少
年
が
有

害
な
環
境
に
接
す
る
機
会
が
多
く

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
青
少
年
の
非
行
・
被
害
を
防
止

す
る
た
め
、
地
域
・
家
庭
・
学
校

が
一
体
と
な
り
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

実
施
事
項：
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利

用
に
よ
る
子
ど
も
の
性
被
害
の
防

止
、
不
良
行
為
な
ど
の
防
止
、
い

じ
め
・
暴
力
行
為
な
ど
問
題
行
動

へ
の
対
応
他

▼
ふ
る
さ
と
教
育
セ
ン
タ
ー

☎
36‐６
６
１
４

36‐６
９
７
０

ペ
ッ
ト
を
正
し
く
飼
い
ま
し

ょ
う　
　
　

１
０
０
３
６
７
２

▪
犬
の
放
し
飼
い
は
ダ
メ
！

　
放
し
飼
い
の
犬
が
子
ど
も
を
追

い
掛
け
て
け
が
を
さ
せ
た
り
、
犬

自
身
が
交
通

事
故
に
遭
っ

た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま

す
。
鎖
な
ど

で
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、犬
の
首
輪
に
は
必
ず
鑑
札

を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

▪
猫
は
室
内
飼
育
に

　
室
内
飼
育
は
、
交
通
事
故
や
感

染
症
の
予
防
に
な
り
ま
す
。

▪
ふ
ん
の
後
始
末
を
し
っ
か
り
と

　
散
歩
中
の
犬
の
ふ
ん
や
飼
育
し

て
い
る
猫
の
ふ
ん
は
、
放
置
せ
ず

に
必
ず
処
理
し
ま
し
ょ
う
。
処
理

後
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
の
投
棄
も
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▪
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

　
生
後
91
日
以
上
の
飼
い
犬
は
、市

町
村
で
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注

射
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。登
録
は
生
涯
に
１
回
、狂
犬
病

予
防
注
射
は
毎
年
１
回
で
す
。

　
ま
た
、
犬
の
飼
い
主
や
所
在
地

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が

な
い
と
、
市
役
所
か
ら
の
通
知
が

届
か
な
く
な
り
ま
す
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐１
８
３
２

猫
の
家
族
探
し
会
を
開
催
し

ま
す 　
　
　

１
０
０
４
５
３
０

対
象：
県
内
在
住
の
20
歳
以
上
の

方　

日
時：
12
月
12
日（
土
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
／
午
後
２
時
～

３
時
30
分（
途
中
参
加
不
可
）　
場

所：
愛
知
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

東
三
河
支
所
（
豊
橋
市
神
野
新
田

町
字
京
ノ
割
50‐２
）　

内
容：
セ

ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
た
猫
の
里
親

探
し　

定
員：
各
部
４
組（
先
着

順
）　
持
ち
物：身
分
証
明
書　
申

込：電
話
に
て　
そ
の
他：審
査
有

り
／
集
合
住
宅
や
借
家
で
飼
育
す

る
場
合
は
規
約
な
ど
を
持
参

▼
愛
知
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
東

三
河
支
所

☎（
０
５
３
２
）33‐３
７
７
７
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